
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

八幡西警察署協議会 

 

開催年月日時 
 令和８年５月２５日 午後４時００分 から 

 令和８年５月２５日 午後５時００分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          八幡西警察署３階大会議室 

 

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下１３名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、会計管理官、刑事管理官、総務課長、

留置管理課長、生活安全課長、刑事第一課長、刑事

第二課長、交通課長、警備課長、地域課長、被害者

支援係長 

 

  

  

  

 
議 事 概 要          

 

 【会長挨拶（要旨）】 

○ 署長をはじめ、八幡西警察署幹部の方々、日頃の私たちの安全安心のためご尽

力いただいていることに心より感謝を申し上げる。 

委員の皆様、本日は御多忙中のところ警察署協議会に参加いただき、感謝申し

上げる。 

○ 今回２名の新しい委員の方を迎え、先程委嘱状を交付させていただいたが、何

年か前に委嘱状をいただいた時の新鮮な気持ちを思い出した。 

新しい委員の方は、警察署協議会において一体何をすればいいのか、どう関わ 

っていけばよいのか疑問に思うこともあると思うが、御自身ができることを私た 

ちと一緒に、また市民の皆様と警察署との橋渡し役として力を貸していただけ 

たらと思う。 

○ 私自身、副会長とともに今年度が協議会委員として最後の年であり、精一杯務 

 めさせていただきたいと思うので、今後ともどうぞよろしくお願いする。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

○ 本年３月３日付で着任した。どうぞよろしくお願いする。 

皆様には日頃から警察活動、特に八幡西警察署の活動に対して大変な御協力と

御支援を賜り、心から感謝を申し上げる。 

今年度新たに委員になられた方もおられるので、簡単に警察署協議会について

説明をさせていただく。 

 ○ 警察署協議会は平成１２年の警察法の改正を受け、翌年６月から全国の警察署

で一斉にスタートした。 

当時、全国で発生した警察不祥事や相談事案等への対応の在り方が問題とな 

り、警察への信頼が揺らいだことなどが背景にある。以来、警察署協議会が設置

されてから約２５年が経過したところである。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         
議 事 概 要           

 

    警察署協議会は、警察活動に県民の皆様の声、民意を正しく反映させるため、

警察署長の諮問機関として設置されたものであることから、委員の皆様には忌憚

なき御意見をいただきたいと思う。 

警察署としては、皆様の御意見を真摯に受け止め、今後の警察活動に活かして

いくことはもとより、管内の治安情勢や現場の警察官の頑張りなどを知っていた

だく貴重な機会とも考えている。 

委員の皆様には、御多忙なところ、貴重な時間をいただき御出席をお願いして

いるので、警察署の幹部一同、誠心誠意かつ謙虚に対応させていただきたいと考

えている。 

 ○ 本日は限られた時間であるが、どうぞよろしくお願いする。 

 

【警察署幹部自己紹介】 

 

【警察署協議会委員自己紹介】 

 

【議事】 

１ 八幡西警察署管内治安概況報告（令和８年１月～３月中）（署長） 

 ⑴ 管内犯罪発生状況について 

⑵ 管内交通事故発生状況について 

⑶ ニセ電話詐欺発生状況について 

⑷ 黒崎繁華街対策について 

２ 改正道路交通法の概要について（交通課長） 

  本年４月１日施行の改正道路交通法の概要につき、交通課長から説明があった。 

  委員から、「商店街における宅配業者の自転車通行マナーが悪い場面が散見され

るので、機会あれば業者に対する指導も行っていただきたい」旨の要望があった。 

 

【閉会】 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


